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6-18 簡易点検・定期点検の対象機器事前通知メールの設定 

（管理者・管理者統括部署） 
 

フロン排出抑制法では、全ての第一種特定製品に対して３ヶ月に１回以上の簡易点検の実施と、
定期点検については、以下の表のとおりの点検頻度で点検を行うことが定められています。 

 
 
 
 
 
 
 

RaMS に作成したログブックについて、当月末日に簡易点検および定期点検の期限を迎える対象
機器がある場合、管理者、管理者統括部署は毎月 1 日（12:00）に事前通知メールを受け取ること
ができます。メールを受け取ることで、事前に「当月は、どの機器が点検の対象なのか」を把握でき
ます。メールの受信設定は、事業所又は統括部署の新規登録時、あるいは、ログイン後のメインメニ
ューにある「ログイン者登録情報」ボタンから設定します。 
 
１．メールの受信の設定は、RaMS ログイン画面（https://www.jreco.jp/）からログインし、 
メインメニュー画面の「ログイン者登録情報」のボタンをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RaMS ログイン画面 https://www.jreco.jp/ 

こちら 

※ここでは、すでに事業所登録している 
「管理者・廃棄者」を例にしてご説明します。 
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２．メールを受取りたい場合は、登録情報の編集画面の「ログブック簡易点検、定期点検の対象機
器事前通知メールを受取る」の「□受取る」にチェックを入れて、画面最下部にある「確認画面
へ」をクリックします。次の「確認画面」で、必ず「更新」をクリックして設定を完了させてくだ
さい。 
※なお、新規「事業所登録」の画面ではデフォルトで□にチェックが入っている（受取る）状態です。 
  
 
 
     
  
   
   
   
 
   
 
 
 
 
３．「ログブック簡易点検、定期点検の対象機器事前通知メールを受取る」にチェックボックスを入
れると、毎月 1 日（12:00）に下記のような自動メールが送信されます。 
以下、簡易点検の点検期限の事前通知メールについて解説します。（定期点検も同様です。） 
 
 
 
  
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 

チェックを入れる 

当月中に簡易点検の期限を
迎える対象機器の合計台数
が表示されます。 

ログブック一覧へのリンクです。 
こちらの URL をクリックし、 
RaMS にログインすると当月末日に
簡易点検期限を迎える機器の一覧が
表示されます。 

チェックを入れた後、「確認画面へ」
をクリックし、確認画面の「更新」を
必ずクリックしてください。 

確認画面 
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４．メール内の URL をクリックし、ID・パスワードを入力して RaMS にログインすると、当月末日
に簡易点検期限を迎える機器の一覧が表示されます。 
 

【サンプル】2025 年 1 月末日に簡易点検期限を迎える機器が全件表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
但し、通知メールの URL から表示するのは、当月 1 ヶ月間に対象となる機器のみとなります。 
当月より前に点検期限が過ぎている機器は表示されませんのでご注意ください。 
 
すでに点検期限の過ぎている機器を表示する場合、一覧の検索項目の「簡易点検期限」を過去に遡っ
て期間指定をして検索し、リストアップの上ご確認ください。 
（定期点検も同様です。「定期点検期限」で期間を指定して検索してください。） 
 
 
 

 

当月の簡易点検対象機器のみ表示されます。 
通知メールの通り、 
合計 5 件あることがわかります。 

プルダウンにて表示したい期間を指定してください。 

当月、1 ヶ月間 

（例） 
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5．【その他、留意事項】 
 
① 簡易点検・定期点検は、点検期限を過ぎる前に計画的に実施し、ログブックにすみやかに登録し

てください。 
 
② ログブック一覧画面において、点検期限の日付の色は、次のような意味で表示されています。 
 
・緑色……簡易点検は、期限(前回点検日の翌月 1 日から起算して 3 ヶ月後の月末日)の 

15 日前であることを示しています。 
定期点検は、期限(前回点検日の翌月 1 日から起算して 1 年後または 3 年後の月末日)の 
30 日前であることを示しています。 

 
・赤色……簡易点検・定期点検の期限が過ぎていることを示しています。 
 
③ 通知メールは副ユーザー・準ユーザーにも送信されます。 
  なお、ログブックごとに登録された「追加送信 E-Mail（メールアドレス）」には送信されません。 
 
④ 当月末までに点検期限の当月点検対象機器がない場合、通知メールは送信されません。 
 
⑤ ログブックを新規作成した場合などで、【初回未登録】の場合、次回の点検期限が不明のため、 

通知メールは送信されません。初回の点検の記録は、点検実施後、速やかにご登録ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 通知メールの受信を停止する場合は、登録情報の編集画面の「ログブック簡易点検、定期点検の 

対象機器事前通知メールを受取る」の「□受取る」のチェックを外して、変更を完了させてくだ 
さい。 

 
 

以 上 


